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　１９４８年に「世界人権宣言」が採択され、１２月１０日は世界人権デーと決められています。日本でも
１２月４日～１２月１０日までを「人権週間」と位置づけ、各地でいろいろな催し物が行われています。
　福岡県では、１２月８日(土)に春日市のクローバープラザで石井光太さんによる講演「きみが世界を変える
なら」が行われます。筑紫野市でも「自分が人からされたり、言われたりして、いやなことは自分は人にしな
い、言わない。」という人権尊重のまちづくり推進の一環として、街頭啓発を行ったり生涯学習センター・各
コミュニティセンター・カミーリヤで市内の子どもたちの人権ポスター・標語を掲示したりします。
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今年は、世界人権宣言が国連で
採択されて７０周年にあたりま
す。この宣言は、その後多くの国
の施策に生かされています。


